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意転）に対して、教員は「全体奉仕」という立場

からやむなく了承する傾向を確認でき、逆に個人

能力を成長させる契機として認識している。  

 2 点目は、個人に及ぼす影響である。異動は環

境変化である。そのため、教員にとって異動がス

トレスであるとされている。また、職務担当や年

代により、その感覚も異なる。しかし、その負担

感･戸惑い感は異動直後の短期間及び教職初期に

強い傾向がある。即ち、教職経験や異動経験など

を重ねることで、異動という環境変化に適応しや

すくなると考えられる。  

3 点目は、個人レベルにける意義である。前述

した異動の悪影響を踏まえると、教員個人にとっ

て、異動は好ましくないが、必要なものであるこ

とを明らかにした。また、異動の意義を見出すた

めの観点として、①教員の専門性は、一緒に働い

てからわかる物である、②新しい職務･研修を受

けるきっかけとなる、③その学校にいったからこ

そ、学ぶことがある、の 3 つの点が挙げられた。 

 

終章  成果と課題  

異動にあたって、人事権者である都道府県教委、

監督権者である市町村教委、及び意見具申権を持

っている校長がそれぞれの立場に立っているか

ら、異動を通じて求めるものも違う。そのため、

三者の間における相克や齟齬がありうるもので

あると考えられる。本質に迫ると、教員の人事異

動は子どものためのものである。しかし、三者に

おいて、人事異動はやはり校長のために行うもの

ではないかと考えられる。いわゆる、校長はどの

ような子どもを育てたいのかということに沿っ

て、このような学校を作りたいというビジョンを

持つ、また、それに応じて、どのような教員が必

要であるのかということを県教委に伝える。逆に

言えば、県教委であれ市町村教委であれ、両者が

ともに学校現場で監督や指導を行うことができ

ないので、異動を通じて校長の希望に見合う教員

の配置を通じて子どもを育てることを実現する

しかないだろうと考えられる。  

本研究の限界と課題： 1、理論研究の部分につ

いて、県費負担教職員制度に関する資料の年代が

少々古い。そのため、現時点における人事異動を

考察することに対して、多少の不備があると自覚

している。今後の課題として、最新の動向を踏ま

えながら検証することが必要であると考える。  

2、インタビュー調査に関する課題である。分

析の確実性を確保するために、市町村教委の発言

をあわせて考える必要があると考えられる。また、

各立場の調査対象の人数や特性において検討の

余地があると考えられる。さらに、教員人事異動

の一般性を見るために、福岡県や福岡市の以外の

より広い範囲で検証する必要がある。  
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【概要】  

 
序章   

日本は積極的に移民受け入れ国ではないが、国

内の多民族化は進んでいる。国際結婚、外国人労

働者等様々なルーツの定住外国人が毎年増加し

ている。 2014 年 12 月末現在、在日外国人数は

2,476,103 人で、日本の総人口（ 127,083 千人）

の 1.95％に至る。日本社会において外国人人口

の増加に伴い、同伴される子どもの数も増加して

いる。文部科学省の学校基本調査によると、公立

学校に在籍している外国人児童生徒は 73,289 人

である (2014 年 5 月 1 日現在 )。文化的、言語的

背景が異なる外国人の移住に伴う外国児童生徒

や日本国内で生まれた外国人児童生徒も増加し

ており、この子どもたちの教育は日本社会におい

て重要な課題である。  

 しかし、日本における外国人の定住化は最近の

イベントではなく、戦争前からアイヌ民族、琉球

人、旧植民地出身者 (朝鮮人と台湾人 )の流入から

始まった。 1952 年サンフランシスコ条約以前か

ら日本に住んでいる外国人とその子女をオール

ドカーマー (Old comer)、サンフランシスコ条約

以後来日した外国人とその子女をニューカマー

(New comer)という。オールドカーマーは旧植民

地出身者の朝鮮人と台湾人が多い、見かけでは目

立たない存在であった。一方、ニューカマーは中

国帰国者、インドシナ難民、アジアからの労働者、

国際結婚者、日系デカセギ 1 労働者など来日の理

由も様々で、彼らのおかれた状況にばらつきがあ

る。特に、 1990 年改正出入国管理及び難民認定

法 (以下、入管法 )の施行から日系人を含む外国人

の滞日が増加した。  

 文部科学省は 1991 年から「日本語指導が必要

な児童生徒の受入れ状況等に関する調査」を始め、

外国人児童生徒に対する様々な教育政策を行っ

ている。しかし、グローバル化により文部科学省

の初等中等教育局が推進しているグローバルな

舞台で積極的に活動できる人材の重点的育成と

いう教育の目標に比べ、異なる文化を経験した外

国人児童生徒を国際的人材として育成する政策

は見えない。さらに、旧植民地出身者に行われた

教育政策のように日本語指導と適応教育が重点

的である。  

 本研究では、外国人児童生徒に対する教育政策

の変遷を検討することにより、ニューカマーの教

育政策が旧植民地出身者に対する教育政策に経

路依存していることを明らかにする。  

 

第一章  日本の国際化と外国人児童生徒  

文部科学省は帰国児童生徒の教育に関しては、

彼らが海外で学習・生活した経験を尊重した教育

を推進するために彼らの特性の伸長・活用を図っ

ている。一方で、外国人児童生徒については、日

本人児童生徒と同様に取り扱うことを原則とし、

日本語指導や適応教育に特段の配慮を行ってい

る。  

 太田はニューカマーの子どもに対して日本の

                                                   
1   日本語の「出稼ぎ」から由来したポルトガル語の

「 decasségui」の外来語である。「一般的には直接労働

力として日本に一時滞在する労働者、またはその形容

である」と定義される。  
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学校は許可若しくは恩恵として提供され、就学後

は日本人と同様に扱われることを原則にしてい

ると述べた。日本の子どもに対する教育権利は日

本国憲法と教育基本法で規定されている。教育を

受ける権利は国民に制限されるものとし、外国人

の子どもには認められないことになっている。し

かし、日本がすでに批准している国際人権規約で

は、外国人児童の教育を受ける権利及び民族教育

権が保障されている。 1976 年発行、日本政府が

1979 年批准した「経済的、社会的及び文化的権

利に関する国際規約 (A 規約 )」では、教育につい

てのすべての者の権利を認めると規定している。

さらに、「子ども権利に関する条約」、「市民的及

び政治的権利に対する国際規約 (自由権規約・国

際人権規約 B 規約」)、「人種差別撤廃条約」でも

規定されている。  

 外国人の子どもに就学が義務ではなく、許可と

して施行されることから現れる問題が不就学で

ある。 2003 年法務省行政評価局が発表した報告

書によると 2001 年末、学齢相当の外国人子女は

約 106,000 人、義務教育諸学校に在籍している者

は 68,008 人、各種学校として認可された外国人

学校に在籍している者は 25,841 人となっている

ことから、 12,098 人の子どもが不就学であるこ

とが想像できる。日本の子どもの就学率に比べる

と、格差が大きく見える。樋口 (2015)が国勢調査

データを用いて出した国籍別高校通学率による

と、日本と韓国・朝鮮はほぼ差が見えないが、中

国、フィリピン、ブラジルの順に下がる。さらに、

フィリピンとブラジル籍の通学率は 50 年前の日

本の水準である。高校卒業の学力は日本社会で生

き続けていくための基本的な学力であり、将来の

生活水準を決める重要な要素である。  

 佐藤 (2010)は、文部科学省の施策に関して次の

特徴があるとしている。①現場からの要望によっ

て問題解決型の施策が展開されてきた。特に、日

本語指導の困難さが浮き彫りになり、日本語に特

化した教材整備への支援が展開されてきた。②海

外・帰国児童生徒教育、中国帰国児童生徒教育と

いう従来の枠組で対応し、また外国人の教育の施

策は国民教育の一環として位置付けられ、個人の

適応を中心に支援している。母語教育や文化を尊

重する民族教育は後退してしまった。③オールド

カーマー在日韓国・朝鮮人の子どもの教育に関わ

る民族教育や母語教育などの問題が解決されな

いまま、 1990 年代に急増したニューカマーの子

どもの日本語教育や学校への適応が国の施策の

中心になるという二重構造化である。④自治体間

格差が存在する。⑤国際法と整合していない部分

がある。⑥ 2006 年代後半から外国人の子どもを

定住者として、これからの日本社会の構成員とし

て位置づける視点の政策が行われている。  

 日本の近隣国である韓国は外国人の受入れに

対して日本と似ている。 2014 年現在、韓国在住

の 外 国 人 は 1,091,531 人 で 、 韓 国 総 人 口

51,327,916 人の 2.1％に至る。国籍別には韓国系

中国人 (375,572 人 34.4％ )、中国人 (171,174 人、

15.6％ )、ベトナム (122,571 人、 11.2％ )、フィ

リピン (43,155、 3.9％ )の順である。韓国も単一

民族意識が強く、移民政策がない。しかし、1948

年に韓国政府樹立以前から華僑が居住したのに、

華僑は目に見えない存在で、各種政策から排除さ

れた。そして、 1980 年代後半、中国とアジアの

国から移住労働者、農村の外国人花嫁、脱北者、

難民等多様な背景を持つ外国人が流入してきた。

これらの外国人は、 2000 年以降、韓国の経済発

展に伴い急増した。  

2014 年現在、 67,804 人の外国人児童生徒が

小・中・高に在籍し、在籍者数の 1％を超えてい

る。出生率の低下により、毎年一般学齢人口が約

20 万人ずつ減少する一方、多文化生徒数は増加

傾向にあり、この比率はさらに増えると予期され

る。教育人的資源部は 2006 年国際家庭の子ども

を対象にした「多文化家庭の子どもの教育支援対

策」の発表を始め、毎年改善された政策案を発

表・実施している。 2008 年から外国人労働者家

庭の子どもも政策の対象に含まれた。さらに、外

国人児童生徒の力量強化政策が本格に進められ、

グローバル人材論が登場した。 2009 年も一般学

生における多文化理解教育を強調し、多文化教育

政策の対象が外国人子どもを対象にする少数者

教育から一般多数者の学生を対象にする多数者

教育に変わった。日本に比べ、韓国の多文化教育

は導入初期にもかかわらず、拡散速度が非常に速

い。中央政府中心の直接的な支援で推進されるか

ら、政策研究学校を中心に導入され、早い時期に

多文化家庭の学生が在籍している一般学校にま

で適応されている。一方、 2006 年から 2009 年ま

での教育政策は文化的な側面と恩恵的な観点に

焦点をあてていると評価されている。  

 2012 年発表した「多文化学生教育先進化方案」

では予備学校、多文化コーディネーターの運営、

韓国語教育課程導入及び学力管理、進路・進学指

導、多文化的学校環境づくり、一般学生と保護者

に対する支援等である。  

 上記のように、韓国の外国人児童生徒の教育も

韓国語指導と適応教育が重点的である。しかし、

バイリンガル教育 (二重言語教育 )を行い、外国人

児童生徒のアイデンティティ形成を支援してい

る。また、彼らに合わせた進路指導でグローバル
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は 68,008 人、各種学校として認可された外国人
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ことから、 12,098 人の子どもが不就学であるこ
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データを用いて出した国籍別高校通学率による

と、日本と韓国・朝鮮はほぼ差が見えないが、中
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フィリピンとブラジル籍の通学率は 50 年前の日

本の水準である。高校卒業の学力は日本社会で生
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特徴があるとしている。①現場からの要望によっ

て問題解決型の施策が展開されてきた。特に、日

本語指導の困難さが浮き彫りになり、日本語に特

化した教材整備への支援が展開されてきた。②海

外・帰国児童生徒教育、中国帰国児童生徒教育と

いう従来の枠組で対応し、また外国人の教育の施

策は国民教育の一環として位置付けられ、個人の

適応を中心に支援している。母語教育や文化を尊

重する民族教育は後退してしまった。③オールド

カーマー在日韓国・朝鮮人の子どもの教育に関わ

る民族教育や母語教育などの問題が解決されな
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中心になるという二重構造化である。④自治体間
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の 外 国 人 は 1,091,531 人 で 、 韓 国 総 人 口

51,327,916 人の 2.1％に至る。国籍別には韓国系

中国人 (375,572 人 34.4％ )、中国人 (171,174 人、

15.6％ )、ベトナム (122,571 人、 11.2％ )、フィ

リピン (43,155、 3.9％ )の順である。韓国も単一

民族意識が強く、移民政策がない。しかし、1948

年に韓国政府樹立以前から華僑が居住したのに、

華僑は目に見えない存在で、各種政策から排除さ

れた。そして、 1980 年代後半、中国とアジアの

国から移住労働者、農村の外国人花嫁、脱北者、

難民等多様な背景を持つ外国人が流入してきた。

これらの外国人は、 2000 年以降、韓国の経済発

展に伴い急増した。  

2014 年現在、 67,804 人の外国人児童生徒が

小・中・高に在籍し、在籍者数の 1％を超えてい

る。出生率の低下により、毎年一般学齢人口が約

20 万人ずつ減少する一方、多文化生徒数は増加

傾向にあり、この比率はさらに増えると予期され

る。教育人的資源部は 2006 年国際家庭の子ども

を対象にした「多文化家庭の子どもの教育支援対

策」の発表を始め、毎年改善された政策案を発

表・実施している。 2008 年から外国人労働者家

庭の子どもも政策の対象に含まれた。さらに、外

国人児童生徒の力量強化政策が本格に進められ、

グローバル人材論が登場した。 2009 年も一般学

生における多文化理解教育を強調し、多文化教育

政策の対象が外国人子どもを対象にする少数者

教育から一般多数者の学生を対象にする多数者

教育に変わった。日本に比べ、韓国の多文化教育

は導入初期にもかかわらず、拡散速度が非常に速

い。中央政府中心の直接的な支援で推進されるか

ら、政策研究学校を中心に導入され、早い時期に

多文化家庭の学生が在籍している一般学校にま

で適応されている。一方、 2006 年から 2009 年ま

での教育政策は文化的な側面と恩恵的な観点に

焦点をあてていると評価されている。  

 2012 年発表した「多文化学生教育先進化方案」

では予備学校、多文化コーディネーターの運営、

韓国語教育課程導入及び学力管理、進路・進学指

導、多文化的学校環境づくり、一般学生と保護者

に対する支援等である。  

 上記のように、韓国の外国人児童生徒の教育も

韓国語指導と適応教育が重点的である。しかし、

バイリンガル教育 (二重言語教育 )を行い、外国人

児童生徒のアイデンティティ形成を支援してい

る。また、彼らに合わせた進路指導でグローバル

人材として育成することを図っている。  

 

第二章  経路依存の概念と分析の枠組み  

経路依存は広い意味で、時間的に先に発生した

事件が後に発生する一連の事件の結果に影響を

与えることを意味する。すなわち、社会現象を説

明する上で、歴史が重要だということである。し

かし、このように広く定義すれば、ほぼすべての

社会現象で、経路依存が現れると解釈される問題

が発生する。狭義の意味で使用される時、社会現

象が一度任意の経路を選択すると、別の経路に転

換するにかかる費用が、時間が経てば経つほど、

より大きくなるので、その経路から離脱するのが

ますます困難になるとの意味を持つ。他の代替的

な経路が発見されでも、その経路が長期的にはる

かに効果の高い代替であるとしても、初期の選択

を反転するには余りにも多くの費用がいるので、

既に選択された経路から逃れることが非常に難

しいということである。  

マホーニーによると、経路依存分析は 3 つの特

徴がある。まず、経路依存分析は全体的な歴史的

な流れの初期段階で発生した事件に非常に敏感

な因果過程に対する研究が含まれる。第 2 に、経

路依存の流れにおいて、初期の歴史的事件は偶然

に発生され、これらは以前の事件や初期条件を持

っては説明することができない。第 3 に、偶発的

な歴史的な出来事が発生すると、経路依存の手順

は相当水準の決定論的因果パターンまたは慣性

が生まれる。すなわち、一度のプロセスが特定の

経路に沿って移動を開始する場合は、その経路は

その経路を継続的に取りながら動くということ

である。  

しかし、経路依存性の分析の限界は、制度変更

のための説明で断絶されたバランスのような概

念を使用することである。内部要因による制度変

化を説明するのは難しく、ほとんどの制度変化が

経路依存モデルでいうように急激な変化を示す

よりは漸進的な変化の過程がみられるとの批判

を受けている。それにもかかわらず、経路依存の

分析は制度の形成や制度の変化の過程、さらに制

度の持続過程を歴史的な観点から論理的に説明

することができる点で有用であるため、本研究で

は、経路依存性の分析を介して外国人児童生徒に

おける教育政策の変遷を議論したい。  

本研究はマホーニーの自己強化モデルを基に、

下記のような分析枠組みで行う。  

戦後から 1971 年 (旧植民地出身者定住化 )まで

を制度形成期とする。外国人児童生徒における

様々な教育政策の選択肢から決定的な転機にお

いて選択肢 B が偶然に選ばれる。 1972－ 1989 年

(中国帰国者定住化 )は選択肢 B が時間経過とと

もに自己強化で経路依存が生じる。つづいて、

1990－ 2009 年 (日系ブラジル人定住化 )期、 2008

年－現在 (リーマンショック以後 )期も慣性でそ

の経路に沿っていくことになる。  

 

第三章  日本の外国人児童に対する教育政

策の経路依存性  

1) 旧植民地出身者の定住化 (制度形成期： 1947

－ 1971 年  

戦後、旧植民地出身者の法的地位は連合国軍最

高司令官総司令部連合国軍 (以下 GHQ)と日本政府

の立場に応じて外国人とも内国人とも考えられ

た。それにより就学義務も変わって来た。 GHQ は

旧植民地出身者を解放民族として権利を認めた

り、日本社会の治安対策のために日本国法を守る

という立場を取ったりした。異民族の定住化を望

まなかった日本政府は、戦後ドイツが国内の外国

人に国籍選択機会を与えた政策とは異なる政策

を取った。日本政府は旧植民地出身者に国籍選択

機会を与えなく、外国人として定めた。日本の学

校への就学に対しても、就学義務を課すが取り消

すかの選択肢がある初期条件の段階である。その

中でどの政策を採用するかの基準、説明や予測根

拠が設けられていない状況であった。  

旧植民地出身者の地位及び就学義務の法的根

拠は、外国人登録令 (1947 年 )である。これは重

大な転換点になる。外国人登録令は旧植民地出身

者の身分を外国人と定めた法的根拠である。サン

フランシスコ条約後も引き継ぐ形で外国人登録

法により、旧植民地出身者を外国人として取扱わ

れた。加えて、「当分の間、外国人とみなす」と

いう便宜主義的な適用で、日本の学校で日本人同

様に取扱われるとした。民族学校や公立学校で行

った民族教育は社会主義の拡散に対する懸念と

国内治安のため、偶然に強圧•禁止されるように

なる。公立学校で民族教育の禁止には偶然性がみ

える。そしで、日本の公立学校での外国人児童生

徒に対する教育は日本語が不十分な外国人児童
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生徒を「日本人と同様に」、「日本語指導を中心に」、

「学校 (日本社会 )適応するように」する制度が行

われた。  

2)中国帰国者及び難民の入国 (経路依存期： 1972

－ 1989 年 ) 

外国人児童生徒は旧植民地出身者から中国帰

国者、インドシナ難民、フィリピン人等ルーツが

拡大された。各対象に合わせた対応が求められる

が、それにもかかわらず、同一の対応が行われた。

「日本人と同様にという」という形式的平等主義

に留まって、質実的平等が満たされていない。旧

植民地出身者における教育政策のように、日本語

能力の不十分さに合わせて日本語指導と学校適

応に集中する自己強化が現れる。  

日本の学校は日本人のために存在し、国民教育

の施設と位置付け、就学する外国人児童生徒の一

方的な適応を求めてきた。彼らの就学は許可し、

日本の学校に適応できるような施策が支援され

た。母語が出来る支援員の役割も母語教育ではな

く、日本語指導を補助することからもよく見える。 

黄ら (2002)は中国帰国者子女の教育に母語が除

去され、日本語教育が大きな比重を占めているが、

学習思考言語の習得が短期間にできないことか

ら学力問題が発生すると論じる。バイリンガル教

育と通して、第二言語である日本語の学習思考言

語の能力も十分発揮できると提案する。  

3)日系ブラジル人の定住化 (経路依存期： 1990－

2007 年 ) 

 入管法改正による日系ブラジル人の増加は政

府も予期しない結果なので、対応する準備が出来

てなかった。また、景気後退で一時滞在を計画し

てきた日系ブラジル人は長期滞在に計画が変更

された。自治体は定住者という在留資格をもつ日

系ブラジル人を生活者として位置付けて受け入

れるようになった。文部省も非漢字文化圏の日系

ブラジル人のため、日本語指導に対する政策を講

究し、第二言語という観点で、 JSL カリキュラム

開発が続いた。しかし、これらの政策は中国帰国

者の子どものための施策と似ている。帰国子女の

教育研究協力校の指定は外国人子女教育協力校

の指定に変えて施行された。また、教材開発、カ

リキュラム開発、研究会、協議会等の目的も日本

語の指導である。  

4)リーマンショック以後の外国人児童生徒  

 2008 年のリーマンショックを契機とした景気

後退により、内閣府は経済危機においた定住外国

人を支援する政策を行った。教育対策として、文

部科学省は外国人児童生徒の就学を支援した。さ

らに、文部科学省は日本語指導の充実のため、教

員の加配措置、日本語能力評価教材 (DLA)、教員

研修、就学ガイドブック作成・配布等を実施した。

特に、学校教育法施行規則の一部改正 (2014.1.14

公布、 4.1 施行 )で日本語指導が必要な児童生徒

を対象とした「特別の教育課程」を編成・実施す

ることになった。  

 

終章   

本研究は外国人児童生徒に対する教育政策を

制度形成期、経路依存期に分けて分析した。旧植

民地出身者の身分が外国人になった 1947 年から

1971 年まで、外国人児童生徒に対する教育制度

が形成された。つづいて、中国帰国者、インドシ

ナ難民、フィリピン人が入って来た 1972 年から

1989 年までは在日外国人が多民族化になるにも

制度は変わらず、日本語指導と適応教育が重点的

に行われた。旧植民地出身者に行った教育制度が

強化された。入管法の改正で日系ブラジル人が急

増した 1990 年から 2007 年までは集住地域の自治

体からの要求、総務省の勧告等外部からの影響が

大きかった。しかし、施策は外国人児童生徒の安

定的な適応のため、日本語指導と適応教育を深化

した。 2008 年からはリーマンショックで在日外

国人の経済状況が悪くなり、ブラジル人学校に通

った日系ブラジル人児童生徒は公立学校に行く

か不就学になった。そして、文部科学省は外国人

児童生徒が入りやすい環境整備を行った。しかし、

重点的な政策は相変わらず日本語指導と適応教

育で、経路依存が見て取れる。  

本研究の限界は一般化可能性への限界が指摘

される。同じデータを検討しても、パターンの持

続性の解釈が異なることが考えられる。  
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